
１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

( )

２．措置期間

7 年 1 月 27 日 ～ 7 年 9 月 26 日 （ ）

３．事実概要

４．措置理由

４　第２号に掲げる場合のほか、県発注工事等の施工に当たり、
契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると
認められるとき。

当該認定をした日から
２週間以上８か月以内

問い合わせ先

福島県総務部入札監理課
福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７８９９

　当該人は、会津若松建設事務所発注「道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）」
（第23-41340-0309号)、「伐木業務委託（河海維持）」（第24-41340-0186）、｢砂防施設
維持管理工事（除石）」（第24-41341-0023号）において、令和６年１１月２５日に当該
人より、受注者の責めに帰すべき事由による工事続行不能届が提出された。
　このため、発注者により令和６年１１月２６日付けで福島県工事請負契約約款の発注者
の催告によらない解除権等に基づき、契約を解除した。

　上記のことが、本県建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第１の４（契約違反）に
該当するため。

【入札参加資格制限措置要綱別表第１の４】

措　　置　　要　　件 期　　間

（契約違反）

様式第7号（第14条関係）

入札参加資格制限措置の概要

商号又は名称(代表者名) つかさ工業株式会社 代表取締役　鈴木　恵司

法人番号 8380001028128

住 所 福島県会津若松市藤原２－６－１１

令和 令和 8か月


